
   

 

答  申  第  １２５  号    

（諮  問  第  １２９  号）  

 

令和７年（ 2025 年）１月 31 日  

 

 

 

鎌倉市教育委員会  様  

 

 

 

              鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会  

                    会  長   嘉  藤   亮  

 

 

 

令和５年（ 2023 年）６月６日付け鎌教委教総第 1580 号で諮問のあっ

た下記の事案について、別紙のとおり答申します。  

  

 

記  

 

 

個人情報一部開示決定処分に対する審査請求について  
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１  審査会の結論  

 令和４年（ 2022 年） 10 月 11 日付けで、審査請求人が個人情報の開

示を請求した「鎌倉市立□□学校及び鎌倉市教育委員会及び教育セン

ターにおいて、○○に関するスクールカウンセラーの記録、また□□

学校と市教育委員会とのやりとりの記録、△学年以降現在まですべて。

情報開示は一括で受けとりたい。」について、実施機関鎌倉市教育委員

会が令和４年（ 2022 年）10 月 21 日付け鎌倉市教育委員会指令教セ第

９号で行った個人情報一部開示決定処分は妥当である。ただし、非開

示とした情報のうち、別表に掲げるものは開示すべきである。  

 

２  審査請求の主張の要旨  

 ⑴  本件審査請求の経緯  

   審査請求は、次のような経緯で行われた。  

ア  個人情報開示等請求書の提出  

    審査請求人は、令和４年（ 2022 年） 10 月 11 日付けで鎌倉市個       

人情報保護条例（平成５年 10 月条例第８号。以下「旧条例」とい    

う。）に基づき、実施機関鎌倉市教育委員会（以下「実施機関」と  

いう。）に対し、「鎌倉市立□□学校及び鎌倉市教育委員会及び教   

育センターにおいて、○○に関するスクールカウンセラーの記録、 

また□□学校と市教育委員会とのやりとりの記録、△学年以降年  

以降現在まですべて。情報開示は一括で受けとりたい。」に係る個  

人情報開示等請求（以下「本件請求」という。）を法定代理人を通  

じて行った。  

  イ  本件処分について  

実施機関は、本件請求に対し、令和４年（ 2022 年） 10 月 21 日

付け鎌倉市教育委員会指令教セ第９号で個人情報一部開示決定

処分（以下「本件処分」という。）を行った。  

  ウ  審査請求書の提出  

    審査請求人は、本件処分に対し、令和５年（ 2023 年）２月６日

付けで審査請求を行った。  

 ⑵  審査請求の趣旨  

   本件処分を取り消すとの裁決を求める。  

 ⑶  審査請求の理由要旨  

   審査請求人が令和５年（ 2023 年）２月６日付けで提出した審査  
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請求書及び令和６年（ 2024 年）３月 17 日付けで提出した意見書に

おける主張を総合すると、審査請求の理由は、大要次のとおりであ

る。  

なお、審査請求人は、審査会における口頭意見陳述を申し出なか

ったため、審査請求人による口頭意見陳述は実施していない。  

  ア  本人には自身の情報や記録を知る権利があり、非開示部分の開    

示を求める。  

  イ  非開示理由には特定の個人が識別されるためとしているが、一

部の個人名が開示となっているため、全面的に開示を求める。  

  ウ  地方公務員に当たる教職員及び調査委員会の構成員の氏名な

どは非開示情報には当たらないことから、すべて開示を求める。 

  エ  情報は学校などの関係者と共有してきた事実があるが、開示さ

れた情報はごくわずかであり、知っている情報は数多く存在して

いるから非開示とする必要はない。  

 

３  実施機関の個人情報一部開示決定理由説明要旨  

 令和５年（ 2023 年）３月６日付けで提出された弁明書及び令和６年   

（ 2024 年）２月 13 日に実施した実施機関の口頭による決定理由説明  

によると、実施機関が個人情報一部開示決定処分とした根拠は、大要  

次のとおりである。  

⑴  審査請求人は、「本人には知る権利があり、開示を求める。」と主  

張しているが、知る権利も無制限ではない。  

⑵  本件処分で一部開示した個人情報は、審査請求人に関する指導、

相談、評価（以下「相談等」という。）の記録（以下「相談等記録」

という。）である。  

  相談等記録は、文書全体が相談等に関する情報であって、開示請

求者に開示することにより、当該相談等に著しい支障が生じるおそ

れがあるとして旧条例第 19 条第１項第４号に該当するとともに、

重ねて、開示請求をした者以外の個人に関する情報が含まれている

として、同条同項２号に該当する部分がある。  

⑶  旧条例第 19 条第１項第２号の規定により非開示とした部分は、

開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情

報が記載されている。  

⑷  旧条例第 19 条第１項第４号の規定に基づき非開示とした部分は、   
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学校での生活、指導、相談、評価に係る関係者による専門的見地か   

らの所見、それに基づく方針及びやりとりの記録等が協議経過とと  

もに記録されている。仮にこれらを公開することとした場合、開示  

請求者に不正確な理解や誤解を与えるおそれがあり、記録者はこの  

ような事態を懸念して、経過をありのまま記録することをためらい  

形骸化してしまう、関係者からの情報が得られなくなるなど、効果  

的、継続的な教育事務の遂行を妨げるおそれがある。  

 ⑸  以上のことから、本件処分は妥当である。  

 

４  審査会の判断  

当審査会は、審査請求人の審査請求書及び意見書並びに実施機関か   

らの弁明書及び決定理由説明聴取の結果に基づき、次のように判断し  

た。  

審査請求人は、実施機関が示した非開示事由に該当しない旨の主張   

をしていることから、一部非開示とした実施機関の処分について、以  

下、検討する。  

 ⑴  旧条例第 19 条第１項第２号該当性について  

  ア  旧条例第 19 条第１項第２号は、「開示請求をした者（中略）以

外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、開示請求者

に開示することにより当該個人の正当な利益を侵害することに

なると認められるとき」は非開示とする旨を規定している。  

  イ  当審査会が相談等記録を見分したところ、実施機関が説明する

とおり、実施機関が非開示とした箇所には、審査請求人以外の個

人に関する情報が記されていた。  

 よって、旧条例第 19 条第１項第２号に基づき非開示とした実  

施機関の判断は妥当である。  

  ウ  しかしながら、これら個人情報のうち、法定代理人が審査請求

人と相談の上で審査請求人のために行った行為等、審査請求人が

当然に知り得ている情報については、開示することにより、当該

個人の正当な利益を侵害するおそれは認められないことから、別

表に記載する箇所を開示すべきである。  

 ⑵  旧条例第 19 条第１項第４号該当性について  

ア  旧条例第 19 条第１項第４号は、「個人の相談、指導、診断、評

価、判定、選考等に関する情報であって、開示請求者に開示する
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ことにより、当該相談、指導、診断、評価、判定、選考等に著し

い支障が生ずるおそれがあるとき」は非開示とする旨を規定して

いる。  

イ  当審査会が相談等記録を見分したところ、実施機関が説明する

とおり、実施機関が非開示とした箇所には、審査請求人に関する

相談等の記録が記載されていた。これを公にすると、評価者が専

門的な知見に基づく評価や、経過に関する正確な記録の記載をた

めらい、形式的な記載にとどめることとなる結果、効果的、継続

的な相談等の実施に著しい支障が生ずるおそれがあると認めら

れる。  

よって、旧条例第 19 条第１項第４号に基づき非開示とした実

施機関の判断は妥当である。  

  ウ  しかしながら、当該相談等の記録には、審査請求人が法定代理

人や教師等の関係者から当然に知り得たと推認できる記載が認

められた。これらの情報を開示しても実施機関の主張するおそれ

は認められないことから、別表に掲げる箇所については、開示す

べきである。  

 

審査請求人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左  

右するものではない。  

 

  以上により「１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

５  付言  

当審査会の結論は上記のとおりであるが、個人情報の管理のあり方

について次のとおり付言する。  

審査請求人は、法定代理人を通じて本件請求を行い、本件処分を受

け、これに不服があるとして審査請求を行っている。他方で、当該法

定代理人自身もまた、本件請求と同日に本件請求と同趣旨の自己を本

人とする個人情報開示請求を行い、本件処分と同日に個人情報開示等

の処分を受け、これに不服があるとして審査請求を行っている。  

実施機関は、上記２つの個人情報開示請求に対し、同じ文書を対象

公文書として特定し個人情報開示等決定を行っているが、当審査会が

見分したところ、その記載の一部に相違が認められた。その相違が生
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じた経緯は明らかではないが、実施機関は「その保有する個人情報を

正確かつ最新の状態で管理する」（旧条例第 11 条）ことが従前より求

められ、個人情報保護法（以下「法」という。）においても、実施機関

は「利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在

の事実と合致するよう努めなければならない」（法第 65 条）ことから、

個人の権利利益を保護する法の趣旨・目的（法第１条）に基づき、正

確かつ適正な管理を求めるものである。  

 

６  審査会の処理経過  

  当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。  

 

 

（別表）公開すべき情報   ～記載省略～  
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（別紙）  

処  理  経  過  

 

年  月  日  内   容       

Ｒ   ４  ／  １  ０  ／  １  １  個人情報開示請求書が提出される   

  ４  ／  １  ０  ／  ２  １  個人情報一部開示決定通知書  

  ５  ／   ２  ／   ８  審査請求書が提出される（処分庁：鎌倉市教育委員会

教育センター  審査庁：教育総務課）  

（同年２月６日付）  

     ３  ／   ６  処分庁が審査庁に審査請求に係る弁明書を提出  

     ６  ／   ６  審査会に諮問  

  ６  ／   ２  ／  １  ３   第 154 回審査会で審議  （実施機関の口頭による決

定理由説明）  

     ３  ／  １  ９   審査請求人が審査会に意見書を提出  

（同年３月 17 日付）  

     ４  ／   ８   第 155 回審査会で審議  

     ５  ／  ３  １   第 156 回審査会で審議  

     ６  ／  ２  ８  第 157 回審査会で審議  

     ７  ／  ２  ６  第 158 回審査会で審議  

     ９  ／  １  ２  第 159 回審査会で審議  

    １  １  ／   ７   第 160 回審査会で審議  

    １  ２  ／   ６   第 161 回審査会で審議  

  ７  ／   １  ／  １  ６   第 162 回審査会で審議  

     １  ／  ３  １   答申（答申第１２５号）  


